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≪身体障害者手帳のしおり≫ 

 

 

 

 

身体障害者手帳とは、身体障害者福祉法に定める各種の援護をうけるために必要な手帳です。 

手帳には、障がい程度によって１級から６級までの等級、また、第１種、第２種の種別があり、 

その等級・種別によって援護の内容が異なる場合があります。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

  

 

                           

               

                            苅田町役場 福祉課 障がい福祉担当 

令和 6 年 12 月 1 日現在 

 

 

 

＊ 今後は、次のことに気をつけて下さい。 

 

 

① 再認定 

手帳に記載されている次回の認定日に注意して、福祉課にある所定の用紙を提出し、 

再認定の手続きをして下さい。 

また、障がいの程度が変わったとき、障がいが別途追加された時も届け出て下さい。 

 

② 記載事項の変更の届出 

手帳に記載してある住所・氏名等に変更があった場合には、福祉課に届け出て下さい。 

   

③ 再交付 

手帳を紛失したときや、使用に耐えられないほど破損したときは、福祉課で再交付の 

申請をして下さい。 

 

④ 返還 

手帳を受けた人が交付対象者に該当しなくなったときや死亡されたときは、手帳を 

返還して下さい。 
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１，税金について 

控除・減免の種類 内 容 等 級 窓口・問い合せ先 

所

得

税 

障害者控除 ２７万円 ３級～６級 

税務課 

町民税担当 

℡093-434-1115 

※年末調整、もしくは

確定申告時に申請し

て下さい。 

特別障害者控除 ４０万円 １級～２級 

住

民

税 

障害者控除 ２６万円 ３級～６級 

特別障害者控除 ３０万円 １級～２級 

相続税 

相続人が 85 歳未満の障がい者のときは、相続税の額から一

定の控除が受けられる場合があります。詳細は行橋税務署へ

お尋ね下さい。 

行橋税務署 

℡0930-23-0580 

自動車税 

軽自動車税 

 

※苅田町福祉タクシー券

を交付した場合は対象外

です。 

本人又は障がい者と生計を一にする者

が運転し、常に障がい者のために利用す

る自動車が課税免除の対象となります。 

障がいの状態等により交付の対象とな

らない場合もありますので、詳細は担当

窓口までお問い合わせ下さい。 

障がいの部位等級

等により変わりま

す。 

普通自動車 

行橋県税事務所 

℡0930-23-2216 

 

軽自動車 

苅田町役場 税務課 

℡093-434-1115 

※軽自動車は毎年の

申請が必要です。 

 

 

 

 

２，旅客運賃・公共料金の割引について 

制度 内容 窓口・問合せ先 

JR 運賃 

 

◇第１種 

単独で利用される場合 

本人５割引（片道 100ｋｍを越えて乗車する場合に限る） 

介護者と共に利用される場合 

本人、介護者共に５割引（距離制限無し） 

 

◇第２種 

単独で利用される場合 

本人５割引（片道 100ｋｍを越えて乗車する場合に限る） 
 

ＪＲの各窓口 
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バス運賃 乗車される前に各バス会社へお問い合わせ下さい。 各バス会社 

航空運賃 

船舶運賃 

各航空会社・各船舶会社により変わりますので、事前に利用さ

れる会社にお問い合わせ下さい. 

各航空会社 

各船舶会社 

タクシー料金 

タクシー料金の１割引。 

乗車時に手帳を提示して下さい。乗車の際、割引が有効である

ことをご確認ください。 

各タクシー会社 

 

苅田町福祉 

タクシー券 

 

 

※自動車税・軽自動車

税の減免を受けている

方は対象外です。 

初乗り運賃を助成するタクシー券を、1 ヶ月につき 4 枚交付し

ます。 

《交付対象条件》 

①身体障害者手帳 1 級、又は 2 級所持者であること 

②本人が町民税所得割非課税であること 

③自動車税・軽自動車税減免を受けていないこと 

④在宅であること 

 上記全てに該当する方が対象となります。 

 

※注１・・・年度末の受付開始日から 4 月末まで、苅田町福祉タクシ

ー券 1 枚と苅田町コミュニティバス回数券 7 枚を交換することができ

ます（何枚でも可）。 

注２・・・北九州タクシー協会加盟のタクシー及び苅田町福祉タクシー

利用券取扱登録事業者以外は利用できませんので乗車の際ご確認下さ

い。 

福祉課 

障がい福祉担当 

℡093-434-1039 

苅田町 

コミュニティバス 

 

町内を運行しているコミュニティバスは、降車時に手帳を提示

すると乗車料金が 100 円になります。 

また、手帳をお持ちの方は回数券（7 枚綴り）を５００円で購

入できます。 
 

 

 

有料道路の 

通行料金の割引 

 

 

 

有料道路通行料金が半額になります。 

①ご本人が運転される場合 

身体障害者手帳の交付を受けている全ての方が対象になりま

す。 

②ご本人以外の方が運転され、ご本人が同乗される場合 

身体障害者手帳の交付を受けている方のうち、重度（１種）

の方が対象になります。 

★登録に必要なもの★ 

【ETC 無し】①車検証 ②身体障害者手帳  

③運転免許証（身体障害者手帳が第 2 種の方） 

【ETC あり】上記に加えて  

④本人名義の ETC カード 

⑤ETC の車載器番号の確認できる書類 
 

福祉課 

障がい福祉担当 

℡093-434-1039 

又は 

NEXCO 西日本 

【西日本高速道路㈱】 

℡0120-924-863 

 

手続きは福祉課へ 
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ＮＨＫ放送 

受信料の減免 

 

全額免除…身体障害者手帳を受けた障がい者のいる世帯で、世

帯構成員全員が市町村民税非課税の場合。 

半額免除…世帯主が視覚、聴覚障がい者又は１、２級の身体障

がい者（内部機能障がい者を含む）であり、かつNHK

の契約者である場合。 
 

ＮＨＫお客様窓口 

NHK 北九州放送局 

受信料関係 

℡0570-077-077 

℡093-591-5002 

手続きは福祉課へ 

 

 

駐車禁止除外 

指定車標章 

 

標章を車両に掲示することで、他の交通の妨げにならない限り

において、駐車禁止場所に駐車することができます（法定の駐

車禁止場所等は除く）。障がいの程度により交付を受けられない

場合もありますので、詳しくは警察署へお問い合わせ下さい。 
 

 

 

行橋警察署 

℡0930-24-5110 

 

★ その他、様々な企業や団体で障がいのある方への支援が行われています（携帯電話基本使用料の減免、NTT

電話番号案内の無料措置等）。詳しくは各企業・団体へお問い合わせ下さい。 

 

３，医療について 

制度 内容 窓口・問合せ先 

自立支援医療 

（更生医療） 

 

障がい者の更生に必要な医療であって、その障がいを除去し、

又は軽減して日常生活を容易にする事等を目的とした医療で

す。主に心臓手術や人工透析が対象で、指定医療機関にて医療

を受けて頂きます。 

※心臓手術の場合は手術の度に申請が必要となります。 

※腎臓透析の場合、病院の変更や入院・通院の変更があれば、

その度に意見書や変更届が必要となります。 

注）必ず事前申請が必要となります。 

《対象者》18 歳以上の身体障害者手帳所有者 

《費 用》世帯の所得に応じて負担の上限額が定められており、

負担が重くならないよう配慮されています。 
 

福祉課 

障がい福祉担当 

℡093-434-1039 

自立支援医療 

（育成医療） 

 

１８歳未満障がい児に必要な医療であって、その障がいを除去

し、又は軽減して日常生活を容易にする事等を目的とした医療

です。主に唇顎口蓋裂や人工透析等を対象としていて、指定医

療機関にて医療を受けて頂きます。 

注）必ず事前申請が必要となります。 

《対象者》18 歳未満の身体障がい又は障がいを残す恐れがあ

る疾病、疾患を有する者 

《費 用》世帯の所得に応じて負担の上限額が定められており、

負担が重くならないよう配慮されています。 
 

福祉課 

障がい福祉担当 

℡093-434-1039 
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重度障がい者医療 

 

重度障がい者の健康保険等による医療費の自己負担分を助成す

る制度です。 

《対象者》満３歳以上の重度障がい者 

① 身体障害者手帳（１級又は２級）所持者 

② 身体障害者手帳（３級以上）所持者で知能指数３６以上５

０以下の人 

※子ども医療対象年齢の方は、重度障がい者医療か子ども医療

のいずれかひとつを選択していただきます。 

※一定の所得制限があります。 
 

福祉課 

障がい福祉担当 

℡093-434-1039 

後期高齢者医療 

 

一定の障がいがあると、後期高齢者医療制度の早期該当者とし

て認定されます。 

《対象者》満６５歳以上７５歳未満の人で、 

身体障害者手帳（１級から３級と４級の一部）所持者 
 

住民課 

高齢者医療担当 

℡093-434-1848 

 

 

 

 

 

 

４，年金手当、貸付制度等について  

制度 内容 窓口・問合せ先 

障害基礎年金 

 

国民年金に加入している間に、障がいの原因となった病気やケ

ガについて初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日（初診

日）があること、一定の障がいの状態にあること、一定期間の

保険料の納付があること等の条件を満たしている場合に支給

されます。詳細は住民課国保年金担当へお尋ね下さい。 
 

住民課 

国保年金担当 

℡093-434-1848 

特別障害者手当 

 

精神又は身体に法に定める障がい程度の認定基準に該当する

重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介護を必要

とする２０歳以上の在宅の重度障がい者に支給されます。 

ただし、施設に入所しているとき、継続して３ヶ月を超えて入

院しているとき、所得制限を超える場合等は支給されません。 
 

 

 

福祉課 

障がい福祉担当 

℡093-434-1039 
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障害児福祉手当 

 

精神又は身体に法に定める障がい程度の認定基準に該当する

程度の重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介護

を必要とする２０歳未満の在宅の重度障がい児に支給されま

す。 

ただし、施設に入所しているとき、障がいを支給事由とする年

金（特別児童扶養手当は年金ではありません）を受けている場

合は支給されません。 
 

 

 

 

 

 

福祉課 

障がい福祉担当 

℡093-434-1039 

特別児童扶養手当 

 

日本国内に住所があり、精神又は身体に障がいを有する２０歳

未満の児童を監護している父か母、又は父母に代わりその児童

を養育している人に支給されます。ただし、児童福祉施設に入

所している場合等は支給の対象となりません。 
 

児童扶養手当 

 

父母の離婚、死亡、障がいなどにより、父母から養育を受けら

れない児童について、その児童を監護する父母、又は父母に代

わって子供を養育する者（養育者）に支給されます。 

障がいの要件については一定の基準があります。詳細は子育

て・健康課 医療・給付担当へお尋ね下さい。 
 

子育て・健康課 

医療・給付担当 

℡093-588-1036 

心身障害者 

扶養共済制度 

 

障がい者の保護者の相互扶助の精神に基づく任意の加入制度

です。加入した保護者が生存中に一定の掛金を納付すること

で、万一保護者が死亡または重度の障がい者になった場合に、

障がい児（者）に対し、終身一定の年金が支給されます。 
 

福祉課 

障がい福祉担当 

℡093-434-1039 

福岡県腎臓疾患患者

福祉給付金 

 

就労などにより人工透析を夜間に受けている腎臓疾患患者へ、

通院時の交通費の一部を助成する制度です。 

〈支給額〉 月額 2,000 円 
 

 

 

５，助成事業について 

制度 内容 窓口・問合せ先 

自動車改造助成事業 

身体障がい者（肢体不自由）が就労等のため、障がい者自身が

所有し運転する自動車の改造にかかる費用の一部を助成する

事業です。 福祉課 

障がい福祉担当 

℡093-434-1039 自動車運転免許取得

助成事業 

障がいのある方の社会参加促進を目的として、第一種普通自動

車運転免許の取得費用の一部を助成する事業です。 
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６，補装具・日常生活用具について 

（購入前に申請して下さい。購入後は対象となりません。） 

制度 内容 窓口・問合せ先 

補装具費給付制度 

 

 

障がい児（者）の障がいのある

部分を補って必要な身体機能を

獲得、又は補うための用具の交

付及び修理を行う制度です。車

椅子、義肢、装具、補聴器等。 

 

 

 

 

 

世帯の最多納税者の市町村民

税所得割課税額が ４６万円

以上である場合は対象外とな

ります。 

※原則１割負担。ただし、世

帯の所得に応じて負担の上

限額が定められており、負

担が重くならないよう配慮

されています。 

 

福祉課 

障がい福祉担当 

℡093-434-1039 

日常生活用具 

給付制度 

在宅の重度障がい児（者）に対

し、日常生活用具を給付するこ

とにより、日常生活の便宜を図

る制度です。ストーマ、紙おむ

つ、拡大読書器等。 

注）原則、介護保険が優先です。  

補装具、日常生活用具の種目によっては、医師の意見書や障がい者更生相談所の判定が必要です。 

  また、障がいの状態や状況により給付できない場合もありますので、必ず購入する前に相談して下さい。 

 

７，その他福祉サービスについて 

制度 内容 窓口・問合せ先 

就労支援事業 

通所・入所（短期入所含む） 

医療的ケア児在宅レスパイト事業 

詳しくは窓口へお問合せ

ください。 

障がいの種類・程度、ご本

人様、ご家族様の状況等に

よりサービス給付ができ

ない場合があります。 

福祉課 

障がい福祉担当 

℡093-434-1039 

障がい者（児）相談支援事業 

障がいのある人の福祉に

関する様々な問題につい

て相談に応じ、必要な情報

の提供や助言、支援を行い

ます。 

社会福祉法人 苅田町社会福祉協議会 

 障害者相談支援センター そら 

℡093-434-3641 

社会福祉法人 みぎわ会 

 愛和相談支援センター 

℡0930-25-6623 

NPO 法人 夢ニティー・ハート 

障害児相談支援事業所 ぺんぎん教室 

℡093-434-5110 
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制度 内容 窓口・問合せ先

NET119
緊急通報システム

スマートフォン等からインターネットを利用して
119番通報ができるサービスです。
聴覚や言語機能の障がいによって音声での会話が困難
な方が、いつでも全国どこからでも通報場所を管轄す
る消防本部へ、音声によらない通報をすることができ
ます。詳細は下記QRコードから確認できます。

お問い合わせ先

苅田町消防本部
電話番号：093-434-0119
Ｆ Ａ Ｘ：093-434-5236

メールアドレス：
kfd-keibou@town.kanda.lg.jp

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまでに紹介した制度等は、障がいの程度や所得の状況等によって受け

ることのできる内容に違いがあります。 

また、制度の内容は変わることがありますので、詳しくは各窓口にお問い 

合わせ下さい。 

【苅田町役場 福祉課 障がい福祉担当】 

TEL：093-434-1039  FAX：093-435-0023 
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